
 

2024年 9月 10日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 ― 

件名 荒浜高台エリアにおけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2024年 9月 5日午後 2時 40分頃、荒浜高台エリア（非管理区域）において、緊急時の

電源ケーブル敷設訓練の一環として、ケーブルジャッキにケーブルドラムを持ち上げる 

作業を実施していたところ、腰痛を訴え、自立歩行が困難な状態となったため、業務車に

て医療機関へ搬送しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けがの発生状況 

（ケーブルドラムを持ち上げた際に腰を痛めた） 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院で診察の結果、「第一腰椎圧迫骨折」と診断されました。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に  

努めてまいります。 

 

被災者 

ケーブルドラム（約 100㎏） ケーブルジャッキ 



 

１号機 

展望台 

 

 
柏崎刈羽原子力発電所 屋外エリア 

 

発生場所 
（屋外 荒浜高台エリア） 

３号機 

４号機 ７号機 ５号機 

６号機 
２号機 


